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特  記  仕  様  書 

第１章 総則 

    第１節 適 用 

        １ 本特記仕様書は，三原市本郷町南方 河川災害復旧工事(普通河川清代川２工区)に適用する。 

        ２ 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。 

・土木工事共通仕様書 令和元年８月 広島県 

          ※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。（https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/） 

          ・その他関連規格類 

        ３ 本工事は、「令和元年度 平成 30 年 7 月豪雨の被災地（広島県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた積算方式及び

土木工事積算基準書により各種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じた積算方式の

対象工事である。 

            共通仮設費率：1.1、 現場管理費率：1.1 

    第２節 情報共有システム 

１ 本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあ

たっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。 

２ 本工事で使用する情報共有システムは次とする。 

 広島県工事中情報共有システム 

     https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html 

３ 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料

を支払うものとする。 

４ なお，工事完成時については，提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検すること

から，受注者は，工事成果品１部を紙媒体により提出すること。 

５ 受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握，利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力

しなければならない。 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html


第２章 施工条件 

    第１節 用地 

１ 原形復旧とする。 

    第２節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。） 

１ 施工時間 8:00～17:00（作業可能時間） 

    第３節 安全対策 

 １ 保安施設 

           工事標示板     現道工事における保安施設のうち，「工事標示板」の標準様式については，土木工事共通仕様書のとおりとすること。 

           工事情報看板等   路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため，工事情報看板及び工事説明看板を設置する

こと。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。 

    第４節 工事用道路 

        １ 一般道路 

           使用期間      工事施工期間 

           使用時間      ８時～１７時 

           工事中・後の処置  随時 清掃， 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。） 

    第５節 その他 

        １ 工事用機資材の仮置き 

           受注者が責任を持って確保すること。 

第３章 設計金額 

    第 1 節 排出ガス対策型建設機械の使用促進 

         土木工事共通仕様書（令和元年８月 広島県）『１-１-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，排出ガス

対策型（第２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。 

         なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。 

 

 

 

 



第４章 工事保険等 

        １ 工事保険等 

           受注者は，本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならな

い。また，加入した保険等については，保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお，加入に必

要な保険料等は，設計で現場管理費に見込んでいる。 

２ 法定外の労災保険の付保 

（１）受注者は，本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」

という。）を付保しなければならない。 

（２）受注者は，建設工事請負契約約款第 54 条に基づき，法定外の労災保険契約を締結したときは，その証券またはこれに代わるものを速

やかに監督員に提示しなければならない。 

（３）法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，

（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補 

償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。 

 

第５章 美しい山河を守る災害復旧基本方針による事項 

         水際部は埋戻し時に寄せ土により植生を促すこと。 

         小口止め工施工時には前面を化粧型枠により施工し，小口止めが目立たなくする。 

         コンクリートブロックについては，明度６以下の製品を使用すること。 

 

第６章 その他 

        本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項，または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。 



工 事 数 量 総 括 表
河川災害復旧工事（普通河川清代川2工区）
















